
体育館棟（体育館及び諸室）の後利用方針

日頃から江戸川区政にご理解・ご協力をいただき、ありがとうございます。
さて、令和5年3月に閉校しました旧第二松江小学校敷地の後利用については、同年２月
にご案内したとおり、当面の間は公園として利用します。また、既存校舎については、強度
調査の実施により安全性の確認が取れた一部校舎を、以下のとおり活用していくこととなりまし
たのでお知らせします。

旧第二松江小学校後利用方針の概要について

・体育館棟を残置し、緊急時の避難所機能を暫定的に維持する。
・体育館棟の平常利用については、「文化・スポーツを通じた多世代交流の場」と
して、具体的な活用方法を検討する。
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・旧第二松江小学校解体工事及び公園整備工事・・・・・令和6年2月～令和7年3月予定
※スケジュールは現時点での予定であり、進捗等により変更となる場合があります。

問い合わせ
江戸川区新庁舎・施設整備部財産活用課調整係 電話 03-5662-9017
「文化・スポーツを通じた多世代交流の場」に関すること ・・ 文化共育部文化課文化振興係 電話 03-5662-0300


